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 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適

正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(１)内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性及び公正な業務の執行を確保するために、内部統制システムをコーポレー

ト・ガバナンスの基本と捉えております。以下の「内部統制システム」を構築し、経営環境の変

化に応じて適宜見直しを行い、実効的な内部統制システムの整備・運用に努めております。

(２)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、法令及び定款並びに取締役会規則、監査等委員会規則に則り、会社の機関として、株主

総会、取締役及び取締役会、監査等委員会並びに会計監査人を置いております。

② 取締役会は、取締役が法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守するとともに、取締役会におい

て決議した「内部統制システム構築の基本方針」に則り、適切に内部統制システムを整備・運用

しているかを監督しております。

③ 取締役会は、使用人が行う業務の適正、有効性を検証するため、他の執行部門とは独立した内部

統制部門を設置するとともに重要な損失の危険のある業務、部署またはシステム等については、

特別な管理または監査を行うための対策を講じております。

④ 当社は、「多木化学グループ行動憲章」を制定し、ＣＳＲ委員会の下、遵法意識の徹底と健全な

企業風土の醸成に努めております。

⑤ 当社は、コンプライアンスを統括する委員会を設置して、当社のコンプライアンスの状況を調

査・監督し、必要あるときは改善させております。

⑥ 当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合、公益通報を受ける社内通報窓口を設置し

て、早期発見と自浄機能の強化に努めております。

⑦ 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する旨を明文化する

とともにこれを当社ホームページにも掲載しております。また、平素より警察関係機関等から情

報収集に努め、事案の発生時には、警察や弁護士と緊密に連携し、適切に対処する体制を構築し

ております。

(３)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報・文書を法令及び社内規程に則り、適切に保存・管理を行

っております。

(４)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、危機管理委員会を設置して、経営リスクの抽出・評価を行い、重大リスクの未然防止策

や危機発生時の対応策等を策定し、危機管理体制を整備しております。

② 当社は、各種専門委員会または所管部門において、業務執行部門の個別リスク及び諸施策を検討

してリスク管理を行っております。

(５)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は、経営方針及び経営目標並びに経営計画を定め、予算管理制度のもとＩＴを活用した情報

システムにより、それらの進捗を管理しております。

② 当社は、取締役、業務執行部門長及び子会社社長が出席する業務執行報告会議を原則月２回開催

し、予算管理と業務執行が効率的に行われていることを確認しております。
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③ 当社は、組織規程、職務権限規程及び事務掌程等により、業務執行に関する責任と権限を明確に

し、適正かつ効率的な事業運営を行っております。

(６)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社は、当社及び当社の子会社から成る企業集団の運営に関する規程を定めるとともに、業務

執行報告会議で企業集団の経営戦略の共有化に努めております。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、子会社を含めたリスク管理を担当する機関として危機管理委員会を設置し、危機管理

の推進にかかわる課題・対応策を審議しております。

③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、子会社の適切かつ効率的な経営に資するため、子会社管理の基本方針を策定しており

ます。

・当社は、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社

にこれに準拠した体制を構築させております。

④ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、当社の子会社に対して、当社と同等のコンプライアンス体制を導入するように求める

とともに、コンプライアンスの状況を調査・監督し、必要あるときは改善させております。

⑤ その他子会社における業務の適正を確保するための体制

・当社の監査等委員会及び内部統制部門は、子会社の監査役等と緊密な連携を保ち、子会社も含

めた内部監査の方針及び内部監査計画を策定し、内部監査を実施しております。

(７)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の

取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会から補助すべき取締役及び使用人の要請がある場合には、他の執行部門と

は独立した内部統制部門が補助することにしております。

(８)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関し、監査等委員会の指揮・命令

に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底しております。

(９)当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用

人が監査等委員会に報告をするための体制

① 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、法令に基づく事項のほか、監

査等委員会が求める事項について、適宜、監査等委員会へ報告を行うこととしております。

② 当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、内部

統制部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果について報告を行うこと

にしております。

(10)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制

当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役及び使

用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社

及び当社の子会社から成る企業集団の取締役及び使用人に周知徹底しております。
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(11)監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費

用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針に関する事項

当社は、監査等委員が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理しており

ます。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場

合においては、監査等委員は担当役員に事前に通知するものとしております。

(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 当社は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に則り、監査が実効的に行われることを

確保しております。

② 代表取締役は、監査等委員と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリス

ク、監査等委員会監査の環境整備の状況等について意見を交換しております。

(13)財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、取締役会において決議した「財務報告に係る内部統制基本方針」に則り、財務報告の信

頼性を確保するため、内部統制システムの整備・運用を行うとともにその有効性を継続的に評価

しております。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社の取締役会は、取締役12名（うち、社外取締役監査等委員４名）で構成されており、また、経

営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担をより明確化し、経営の機能性向上を図るための執

行役員制度を採用することで、環境の変化に即応することのできる経営体制を構築しております。

　取締役の職務の執行につきましては、取締役会を14回開催し、法令及び定款に定められた事項や経

営に関する重要事項の決定、業務執行状況の報告及び監督を行いました。また、当社グループの業務

執行報告会議を24回開催し、中期経営計画及び目標とする経営指標などの情報を当社グループ全体で

共有しました。

　取締役会の実効性につきましては、アンケートにより取締役会の評価を実施・分析し、取締役会の

構成として、取締役及び社外取締役の員数は適切であり、知識・経験・能力のバランスもとれてお

り、適正規模が確保されております。取締役会の運営としては、取締役会の開催頻度及び審議時間も

十分に確保されており、活発かつ実質的な議論を重視する雰囲気は醸成されております。また、前年

度課題とされた審議前の十分な検討時間の確保は、資料の配布時期の早期化や事前説明を目的とした

事前質疑により改善されております。加えて、取締役会にて認識された重要課題に対する検討会を別

途開催し、課題解決を図る取り組みを進めるなど、取締役会は全体としてその役割・責務の実効性が

高まっていると評価しております。

　コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会を４回開催し、より強固なコンプライ

アンス体制の確立、浸透、定着を図り、内部監査の状況、内部通報制度の運用状況などについて報告

を行いました。また、独占禁止法遵守規程などの各種社内規程を整備し、独占禁止法に関する講習会

を開催するなど、周知・徹底を行いました。

　危機管理体制につきましては、危機管理委員会を10回開催し、経営リスクの抽出・評価を行い、そ

の未然防止策や危機発生時の対応策などを整備し、危機管理体制を強化しました。また、各種専門委

員会または所管部門において、業務執行部門の個別リスクへの対応を検討してリスク管理を行ってお

ります。

　内部監査につきましては、当社グループを対象に、内部監査計画に基づき、執行部門とは独立した

内部監査部が業務遂行状況、コンプライアンスの状況及びリスク管理状況などについて内部監査を実

施し、コンプライアンス委員会において報告を行いました。
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　監査等委員会の監査体制につきましては、監査等委員会を15回開催し、監査方針及び監査計画の決

定、職務の執行状況の報告を行うとともに、常勤監査等委員が経営会議などの重要な会議に出席し、

監査等委員会などを通じて社外監査等委員との情報共有を行いました。また、監査等委員会は、会計

監査人より監査方針及び監査計画について説明を受け、四半期レビューの報告並びに監査報告書の提

出を受けております。

　監査等委員は、内部監査部より内部監査方針及び内部監査計画の説明を受け、内部監査に立ち会う

とともに、内部監査結果についての報告を受けました。また、代表取締役と監査等委員との会合を開

催し、意見の交換を行いました。
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（令和４年１月１日から
令和４年12月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

令 和 ４ 年 １ 月 １ 日 　 残 高 2,147 1,372 23,888 △736 26,672

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △432 △432

親会社株主に帰属する当期純利益 2,056 2,056

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 25 6 31

非支配株主に帰属する当期純損失

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 25 1,623 6 1,655

令 和 ４ 年 1 2 月 3 1 日 　 残 高 2,147 1,398 25,511 △729 28,327

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

令 和 ４ 年 １ 月 １ 日 　 残 高 2,581 △17 2,563 142 29,378

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △432

親会社株主に帰属する当期純利益 2,056

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 31

非支配株主に帰属する当期純損失 △33 △33

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

1,031 26 1,057 0 1,057

連結会計年度中の変動額合計 1,031 26 1,057 △33 2,678

令 和 ４ 年 1 2 月 3 1 日 　 残 高 3,612 8 3,621 108 32,057

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社

・連結子会社の名称 しき島商事㈱

多木建材㈱

多木商事㈱

別府鉄道㈱

多木物流㈱

②　非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称 多木興業㈱

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社（多木興業㈱、㈱グリーン・エンタープライズ他）は､ 

いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計

算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用の非連結子会社の数 ０社

②　持分法適用の関連会社の数 ０社

③　持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社の状況

・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社（多木興業㈱、㈱グリーン・エ

ンタープライズ他）及び関連会社（韓國多起化學㈱他）は、それぞれ

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、多木商事㈱及び多木物流㈱の決算日は10月31日であり、連結決算日との差は３カ月以内で

あるため、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を基礎として連結を行っております。

　ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(ｲ) 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しております）

市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法

(ﾛ) 棚卸資産 　総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ｲ) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

ただし、賃貸ビル関係資産及び平成10年４月１日以降新規取得建物

（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15～50年

機械装置及び運搬具 ４～10年
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(ﾛ) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。

(ﾊ) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

③　重要な引当金の計上基準

(ｲ) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

(ﾛ) 賞与引当金 一部の連結子会社は、従業員に対する賞与の支出に備えて、所定の計

算方法により算出した支給見込額を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(ｲ) アグリ 主に複合肥料、りん酸質肥料の製造及び販売、農業関連資材の販売を

行っております。このような商品及び製品の販売については、引渡時

点において、顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得することか

ら、履行義務が充足されると判断し、当該商品及び製品の引渡時点で

収益を認識しております。なお、そのほとんどが国内取引であり、顧

客に当該商品及び製品それぞれを引き渡した時点と、当該工場等から

出荷した時点とが、通常の期間であるため、主に当該工場等から出荷

した時点で収益を認識しております。

(ﾛ) 化学品 主に水処理薬剤、機能性材料の製造及び販売を行っております。この

ような商品及び製品の販売については、引渡時点において、顧客が当

該商品及び製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足さ

れると判断し、当該商品及び製品の引渡時点で収益を認識しておりま

す。なお、そのほとんどが国内取引であり、顧客に当該商品及び製品

それぞれを引き渡した時点と、当該工場等から出荷した時点とが、通

常の期間であるため、主に当該工場等から出荷した時点で収益を認識

しております。

(ﾊ) 建材 主に石こうボードの製造及び販売を行っております。このような商品

及び製品の販売については、引渡時点において、顧客が当該商品及び

製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断

し、当該商品及び製品の引渡時点で収益を認識しております。なお、

そのすべてが国内取引であり、顧客に当該商品及び製品それぞれを引

き渡した時点と、当該工場等から出荷した時点とが、通常の期間であ

るため、主に当該工場等から出荷した時点で収益を認識しておりま

す。

(ﾆ) 石油 主に石油商品の販売を行っております。このような商品の販売につい

ては、顧客に供給することを履行義務としており、顧客に商品を引き

渡した時点で収益を認識しております。

(ﾎ) 不動産 主に土地や建物の不動産賃貸を行っております。これらの収益は、リ

ース取引に関する会計基準に従って会計処理を行っております。ま

た、不動産賃貸等に付随する収益については、役務の提供が完了した

時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

(ﾍ) 運輸 主に海上輸送、陸上輸送に係る役務の提供を行っております。このよ

うな役務の提供については、役務の提供が完了した時点で履行義務が

充足されると判断し、収益を認識しております。ただし、役務の提供

が完了した時点と、開始した時点とに、著しい重要性がない場合等に

ついては、役務の提供を開始した時点で収益を認識しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、20年以内の合理的な年数で均等償却することとしております。
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⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　　退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当社及び連

結子会社（一部の連結子会社を除く）は、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債

務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。ま

た、除いた一部の連結子会社は、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果

を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付

に係る調整累計額に計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、例えば、有償支

給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務

を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。なお、「収益認識に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　令和３年３月26日）第98項に定める代替的な取扱いを適用

し、商品及び製品の国内の販売において、出荷した時点から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時点

までの期間が通常の期間である場合には、従来通り出荷時点で収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ

ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当連結会計年度の売上高は14億87百万円、売上原価は14億83百万円、税金等調整前当期純利益は

４百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　令和元年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類に与える影

響はありません。

　また、「７.金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注

記を行うことといたしました。

３．追加情報

（会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与えており、当社グループの事業活動にも影

響を及ぼしております。

　このような状況が、翌連結会計年度中は一定期間継続するものと仮定して、需要を予測した上で固定資産の

減損や繰延税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行った結果、新型コロナウイルス感染症による

重要な影響はないと判断しております。

　なお、現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりますが、

新型コロナウイルス感染症の拡大や収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの見積

りと異なる場合があります。
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建物 949百万円

土地 897

投資有価証券 1,656

合計 3,503

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 32,475百万円

受取手形 69百万円

電子記録債権 149百万円

場 所 用 途 種 類 減損損失

兵庫県加古郡播磨町  事業用資産

 建物及び構築物 　18百万円

 機械装置及び運搬具 78百万円

 工具、器具及び備品 2百万円

 リース資産 11百万円

計 110百万円

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　上記物件は、買掛金２百万円、短期借入金210百万円、長期借入金（１年内返済予定分を含む）420百万円、預

り保証金31百万円の担保に供しております。

(3) 期末日満期手形及び期末日電子記録債権

　期末日満期手形及び期末日電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度の末日は金融機関の休業日で

あったため、満期日に決済されたものとして処理しており、その金額は次のとおりであります。

５．連結損益計算書に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、連結計算書類　連結注記表「９．収益認識に関する注記　(1)顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報」に記載しております。

(2) 減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

　当社グループは、原則として、継続的に収支の把握を行っている業績管理上の事業区分ごとに、グルーピング

を行っております。

　上記資産の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていることから、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により算定

しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため零として評価しております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 9,458千株 －千株 －千株 9,458千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 804千株 0千株 6千株 798千株

　　単元未満株式の買取請求による増加分 ０千株

　　事前交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少分 ６千株

・配当金の総額 432,688,600円

・１株当たり配当金額 50円

・基準日 令和３年12月31日

・効力発生日 令和４年３月30日

・配当金の総額 432,991,850円

・１株当たり配当金額 50円

・基準日 令和４年12月31日

・効力発生日 令和５年３月30日

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

①　投資有価証券
その他有価証券

7,994百万円 7,994百万円 －百万円

資産計 7,994 7,994 －

①　長期借入金(*1) 455 455 －

②　預り保証金(*2) 117 114 △3

負債計 572 569 △3

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株の内訳は次のとおりであります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少６千株の内訳は次のとおりであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

令和４年３月29日開催の第103回定時株主総会決議による配当に関する事項

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　令和５年３月29日開催予定の第104回定時株主総会に、次のとおり付議いたします。

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、設備投資を含む必要資金を主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。また、

一時的な余剰資金については、安全性の高い金融資産（預金等）で運用しております。

　受取手形及び売掛金並びに電子記録債権については、顧客の信用リスクがあります。投資有価証券は主として

株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。借入金は短期及び長期で借入を行

っておりますが、変動金利であり金利変動のリスクがあります。預り保証金は、主に建設協力金及び取引保証金

であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　令和４年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

(*1) １年内返済予定の長期借入金を含めております。

(*2) １年内返還予定の預り保証金を含めております。

（注）１. 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、買掛金、短期借入金、未払金につ

いては、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま

す。
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区　分 当連結会計年度

非上場株式 366百万円

取引保証金等 2,393百万円

区 分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　計

投資有価証券
その他有価証券

　株式 7,713百万円 －百万円 －百万円 7,713百万円

　社債 － 280 － 280

　資産計 7,713 280 － 7,994

区 分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　計

長期借入金 －百万円 455百万円 －百万円 455百万円

預り保証金 － 114 － 114

　負債計 － 569 － 569

２. 市場価格のない株式等は、「①　投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。また、取引保証

金等のうち、返還の時期が決まっていない部分については、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もるこ

とができないため、「②　預り保証金」には含めておりません。

当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（令和４年12月31日）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（令和４年12月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されるため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活

発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価が帳簿価額に近似するこ

とから、当該帳簿価額としており、レベル２の時価に分類しております。

預り保証金

　預り保証金のうち、建設協力金等の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・

フローを、残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時

価に分類しております。
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

7,336百万円 △128百万円 7,207百万円 14,464百万円

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額

連結損益

計算書

計上額
アグリ 化学品 建材 石油 不動産 運輸 計

売上高

アグリ 11,521 － － － － － 11,521 － 11,521

水処理薬剤 － 9,340 － － － － 9,340 － 9,340

機能性材料 － 5,489 － － － － 5,489 － 5,489

建材 － － 3,115 － － － 3,115 － 3,115

石油 － － － 2,176 － － 2,176 － 2,176

不動産 － － － － 18 － 18 － 18

運輸 － － － － － 2,540 2,540 － 2,540

その他 － 194 － － － － 194 － 194

顧客との契約から生じ

る収益
11,521 15,024 3,115 2,176 18 2,540 34,396 － 34,396

その他の収益 － － － 26 1,317 106 1,449 － 1,449

外部顧客への売上高 11,521 15,024 3,115 2,202 1,335 2,646 35,846 － 35,846

(1) １株当たり純資産額 3,689円28銭

(2) １株当たり当期純利益 237円53銭

８．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、主に兵庫県加古川市において、賃貸用の商業ビル（土地を含む）及び工場用

地などを有しております。令和４年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は852百万円（賃貸収益

は売上高に、賃貸費用は売上原価、販売費及び一般管理費に計上）、固定資産売却益は４百万円（営業外収益に

計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

　当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は建物及び構築物の取得による増加（120百万円）であり、主な

減少額は減価償却費（293百万円）であります。

３. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については、外部の不動産鑑定士による評価に基づく金額、その他

の物件については、固定資産税評価額等を合理的に調整した価額により算定した金額であります。

ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価値を反映していると考え

られる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっておりま

す。

９．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　連結計算書類　連結注記表「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4）会

計方針に関する事項　④　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．その他の注記

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（令和４年１月１日から
令和４年12月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金

固 定 資 産
圧縮積立金

別 途 積 立 金

令和４年１月１日　残高 2,147 1,217 55 1,272 368 834 5,337

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の繰入 2

固定資産圧縮積立金の取崩 △23

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 25 25

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － 25 25 － △21 －

令和４年12月31日　残高 2,147 1,217 80 1,297 368 812 5,337

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計

利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

令和４年１月１日　残高 12,983 19,523 △879 22,063 2,378 2,378 24,442

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の繰入 △2 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩 23 － － －

剰 余 金 の 配 当 △432 △432 △432 △432

当 期 純 利 益 2,090 2,090 2,090 2,090

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 6 31 31

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

1,052 1,052 1,052

事業年度中の変動額合計 1,679 1,658 6 1,689 1,052 1,052 2,742

令和４年12月31日　残高 14,663 21,181 △873 23,752 3,431 3,431 27,184

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③　棚卸資産 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

ただし、賃貸ビル関係資産及び平成10年４月１日以降新規取得建物（附

属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15～50年

機械及び装置 ７～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

③　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により､ 

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

②　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあた

り、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　アグリ 主に複合肥料、りん酸質肥料の製造及び販売、農業関連資材の販売を行

っております。このような商品及び製品の販売については、引渡時点に

おいて、顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得することから、履

行義務が充足されると判断し、当該商品及び製品の引渡時点で収益を認

識しております。なお、そのほとんどが国内取引であり、顧客に当該商

品及び製品それぞれを引き渡した時点と、当該工場等から出荷した時点

とが、通常の期間であるため、主に当該工場等から出荷した時点で収益

を認識しております。
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②　化学品 主に水処理薬剤、機能性材料の製造及び販売を行っております。このよ

うな商品及び製品の販売については、引渡時点において、顧客が当該商

品及び製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると

判断し、当該商品及び製品の引渡時点で収益を認識しております。な

お、そのほとんどが国内取引であり、顧客に当該商品及び製品それぞれ

を引き渡した時点と、当該工場等から出荷した時点とが、通常の期間で

あるため、主に当該工場等から出荷した時点で収益を認識しておりま

す。

③　不動産 主に土地や建物の不動産賃貸を行っております。これらの収益は、リー

ス取引に関する会計基準に従って会計処理を行っております。また、不

動産賃貸等に付随する収益については、役務の提供が完了した時点で履

行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、例えば、有償支給取

引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負

っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。なお、「収益認識に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　令和３年３月26日）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、

商品及び製品の国内の販売において、出荷した時点から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時点まで

の期間が通常の期間である場合には、従来通り出荷時点で収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首

の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基

準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益

の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当事業年度の売上高は14億87百万円、売上原価は14億83百万円、税引前当期純利益は４百万円そ

れぞれ減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　令和元年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度において、計算書

類に与える影響はありません。

３．追加情報

（会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与えており、当社の事業活動にも影響を及ぼ

しております。

　このような状況が、翌事業年度中は一定期間継続するものと仮定して、需要を予測した上で固定資産の減損

や繰延税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行った結果、新型コロナウイルス感染症による重要

な影響はないと判断しております。

　なお、現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりますが、

新型コロナウイルス感染症の拡大や収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの見積

りと異なる場合があります。
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建物 434百万円

土地 188

投資有価証券 1,636

合計 2,259

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 26,706百万円

・しき島商事㈱（仕入債務） 101百万円

・短期金銭債権 563百万円

・短期金銭債務 601百万円

受取手形 69百万円

電子記録債権 149百万円

　売上高 685百万円

　仕入高 1,142百万円

　販売費及び一般管理費 206百万円

　営業取引以外の取引による取引高 129百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 804千株 0千株 6千株 798千株

　　単元未満株式の買取請求による増加分 ０千株

　　事前交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少分 ６千株

４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　上記物件は、短期借入金170百万円、預り保証金31百万円の担保に供しております。

(3) 偶発債務

　　　債務保証の金額は次のとおりであります。

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(5) 期末日満期手形及び期末日電子記録債権

　期末日満期手形及び期末日電子記録債権の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休業日であっ

たため、満期日に決済されたものとして処理しており、その金額は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　営業取引による取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株の内訳は次のとおりであります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少６千株の内訳は次のとおりであります。
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退職給付引当金及び役員退職金 1,065百万円

棚卸資産 12

投資有価証券 123

その他 120

繰延税金資産小計 1,322

評価性引当金 △195

繰延税金資産合計 1,126

固定資産圧縮積立金 △358

その他有価証券評価差額金 △1,434

繰延税金負債合計 △1,792

繰延税金負債の純額 △666

法定実効税率 30.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.4

住民税均等割 0.4

研究開発減税等の特別税額控除 △2.4

評価性引当金の増減 △0.3

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0

１年内 33百万円

１年超 263

合計 297

１年内 755百万円

１年超 4,892

合計 5,648

７．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳

８．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) 借主側

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

(2) 貸主側

オペレーティング・リース取引

未経過リース料
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種類
会社等の名称
又 は 氏 名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈲フォレスト企画
(注)１

兵庫県
加古川市

12 不動産賃貸業
（被所有）
直接

2.2
建物の賃借

建物の賃借 33
投資その
他の資産
｢その他｣

36
保証金の差入
(注)２

－

(1) １株当たり純資産額 3,139円10銭

(2) １株当たり当期純利益 241円50銭

９．関連当事者との取引に関する注記

　　　役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

（注）１. 当社代表取締役社長多木隆元の近親者及び取締役上席常務執行役員多木勝彦が100％出資しております。

２. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

当社の事務所等に係るものであり、当社の非連結子会社である㈱グリーン・エンタープライズが㈲フォレス

ト企画から一括して建物を賃借しております。なお、近隣の賃料、公租公課等を勘案し、決定しておりま

す。

10．収益認識に関する注記

　（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類　連結注記表「９.収益認

識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

11．１株当たり情報に関する注記

12．連結配当規制適用会社に関する注記

　該当事項はありません。

13．その他の注記

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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